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議案第 37 号 

 

平成２５年度生駒市一般会計補正予算（第２回） 

 

平成２５年度生駒市の一般会計の補正予算（第２回）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１，９９９千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６，３１７，５８９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

 

平成２５年６月１１日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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議案第 38 号 

 

平成２５年度生駒市水道事業会計補正予算（第１回） 

 

第１条 平成２５年度生駒市水道事業会計の補正予算（第１回）は、次に定める

ところによる。 

第２条 平成２５年度生駒市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条  

（５）アに「生駒の水ＰＲ事業」を追加する。 

第３条 予算第４条本文括弧書中に定めた資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額「５２３，４８２千円」を「５２３，０８２千円」、過年度分損益勘定

留保資金「４８３，４８２千円」を「４８３，０８２千円」に改め、資本的支

出の予定額を次のとおり補正する。 

                            （単位 千円） 

科 目 既決予定額 補正予定額 計  

第１款 資本的支出 689,409  -400 689,009 

 第１項 建設改良費 606,132  3,800  609,932   

 第５項 予 備 費 24,200  -4,200  20,000   

 

  平成２５年６月１１日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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1

１ 資本的

支 出

１ 建 設

改良費

１ 新 設

改 良 費

３ 固定資産

購 入 費

５ 予備費

１ 予 備 費

 資本的支出

-4,200

平成２５年度生駒市水道事業会計補正予算（第１回）実施計画

（単位　千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　　考

609,932

工事負担金

24,200 -4,200 20,000

器具備品購入費39,357 40,257

24,200

565,229 2,900 568,129

20,000

900

689,409 -400 689,009

606,132 3,800
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議案第 39 号 

 

生駒市公告式条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年６月１１日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市公告式条例の一部を改正する条例 

 生駒市公告式条例（昭和２５年９月生駒市条例第１６号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条を削る。 

 第４条第１項中「除くほか、」を「公布しようとするとき、又は」に、「若し

くは」を「又は」に改め、同条第２項中「第２条第２項の規定は、」を「前条第

２項の規定は、規則及び」に改め、同条を第３条とする。 

 第５条第１項を削り、同条第２項中「定める」の次に「規則及び」を加え、同

項ただし書中「ただし」を「この場合において」に、「とあるは」を「とあるの

は」に改め、「当該機関名」の次に「又は当該機関の代表者名」を、「当該機関

印」の次に「又は当該機関の代表者印」を加え、同項を第４条とし、第６条を第

５条とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 40 号 

 

生駒市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年６月１１日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市新型インフルエンザ等対策本部条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第

３１号。以下「法」という｡)第３７条において準用する法第２６条の規定に基

づき、生駒市新型インフルエンザ等対策本部（以下「対策本部」という｡)に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 生駒市新型インフルエンザ等対策本部長（以下「本部長」という｡)は、

対策本部の事務を総括する。 

２ 生駒市新型インフルエンザ等対策副本部長（以下「副本部長」という｡)は、

本部長を助け、対策本部の事務を整理する。 

３ 生駒市新型インフルエンザ等対策本部員（以下「本部員」という｡)は、本部

長の命を受け、対策本部の事務に従事する。 

４ 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことがで

きる。 

５ 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。 
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（会議） 

第３条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、

必要に応じ、対策本部の会議（次項において「会議」という｡)を招集する。 

２ 本部長は、法第３５条第４項の規定により国の職員その他市の職員以外の者

を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

（部） 

第４条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が

定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 41 号 

 

生駒市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年６月１１日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市職員定数条例の一部を改正する条例 

 生駒市職員定数条例（昭和４２年４月生駒市条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条中「、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１２条第８項」を

削る。 

 第２条を次のように改める。 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。 

区 分 定 数 

市長の事務部局の職員 ５０２人 

議会の事務部局の職員 ８人 

教育委員会の事務部局の職員 １４６人 

農業委員会の事務部局の職員 ３人 

選挙管理委員会の事務部局の職員 ３人 

消防の事務部局の職員 １３７人 
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監査委員の事務部局の職員 ４人 

水道の事務部局の職員 ３７人 

合計 ８４０人 

２ 次に掲げる職員は、前項の職員の定数外とする。 

(1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第２項の規定によ

り休職にされている職員 

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２

条第１項の規定により育児休業をしている職員 

(3) 地方自治法第２５２条の１７第１項の規定により他の地方公共団体に派

遣されている職員 

(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する

条例（平成１１年３月生駒市条例第２号）第２条第１項の規定により派遣さ

れている職員 

(5) 公益的法人等への生駒市職員の派遣等に関する条例（平成１４年３月生

駒市条例第３号）第２条第１項の規定により派遣されている職員 

 第３条中「前条第１項各号」を「前条第１項の表」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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議案第 42 号 

 

用品調達基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例の 

制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年６月１１日 

生駒市長 山 下  真   

 

用品調達基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例 

用品調達基金の設置、管理及び処分に関する条例（昭和４７年３月生駒市条例

第３号）は、廃止する。 

   附 則 

この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 
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議案第 43 号 

 

生駒市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年６月１１日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市税条例の一部を改正する条例 

生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。 

 第２５条第２項中「第３１４条の７第２項」の次に「（法附則第５条の６第２

項の規定により読み替えて適用される場合を含む｡)」を加える。 

 第６１条第５項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研

究所法（平成１１年法律第１９８号）附則第９条第１項又は第１１条第１項の規

定により行う旧独立行政法人緑資源機構法（平成１４年法律第１３０号）第１１

条第１項第７号イの事業又は旧農用地整備公団法（昭和４９年法律第４３号）第

１９条第１項第１号イの事業を含む｡)」を削る。 

 第１３１条第４項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合

研究所法附則第９条第１項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第１１

条第１項第７号イの事業を含む｡)」を削る。 

 附則第６条中「、第４８条」を削り、「延滞金の」の次に「年１４．６パーセ

ントの割合及び」を加え、「各年の前年の１１月３０日を経過する時における日

本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定により定められ
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る商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合をいう」を「当

該年の前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定により告示された割合に年１

パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ」に、「その

年中においては、当該特例基準割合（当該割合に０．１パーセント未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。」を「その年（以下この条において「特例基準

割合適用年」という｡)中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パ

ーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合

を超える場合には、年７．３パーセントの割合」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 当分の間、第４８条に規定する延滞金の年７．３パーセントの割合は、同条

の規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適

用年における特例基準割合とする。 

 附則第７条第１項中「日本銀行法」の次に「（平成９年法律第８９号）」を加

え、「（以下本項」を「（当該期間内に前条第２項の規定により第４８条に規定

する延滞金の割合を同項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある

場合には、当該期間を除く。以下この項」に、「到来する場合には、」を「到来

する場合における」に、「前条」を「前条第２項」に改める。 

 附則第７条の２中「第９項」を「第１０項」に改める。 

 附則第９条の３の２第１項中「平成３５年度」を「平成３９年度」に、「平成

２５年」を「平成２９年」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の

４の２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む｡)」に

改める。 

 附則第９条の４中「附則第５条の５第２項」の次に「（法附則第５条の６第２
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項の規定により読み替えて適用される場合を含む｡)」を加える。 

 附則第２１条第３項中「又は第３７条の９の２から第３７条の９の５まで」を

「、第３７条の９の４又は第３７条の９の５」に改める。 

 附則第２５条の６の２の見出し中「延長」を「延長等」に改め、同条第１項を

次のように改める。 

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災（平成

２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電

所の事故による災害をいう。次項において同じ｡)により滅失（東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９

号。以下この条及び次条において「震災特例法」という｡)第１１条の６第１項

に規定する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ｡)をしたことによっ

てその居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者が、当該滅

失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等（同条第１項に規定する土

地等をいう。次項において同じ｡)の譲渡（震災特例法第１１条の４第６項に規

定する譲渡をいう。次項において同じ｡)をした場合には、次の表の左欄に掲げ

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし

て、附則第２０条、附則第２１条、附則第２１条の２又は附則第２２条の規定

を適用する。 

附 則 第 ２ ０ 条

第１項 

 

第 ３ ５ 条 第 １

項 

第３５条第１項（東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律（平成２３年法律第２９号）第１１条の

６第１項の規定により適用される場合を含

む｡) 

同 法 第 ３ １ 条

第１項 

租税特別措置法第３１条第１項 

附 則 第 ２ １ 条

第３項 

第 ３ ５ 条 の ２

ま で 、 第 ３ ６

第３４条の３まで、第３５条（東日本大震

災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特
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条 の ２ 、 第 ３

６条の５ 

例に関する法律第１１条の６第１項の規定

により適用される場合を含む｡)、第３５条

の２、第３６条の２若しくは第３６条の５

（これらの規定が東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律第１１条の６第１項の規定により適用さ

れる場合を含む｡) 

附 則 第 ２ １ 条

の２第１項 

租 税 特 別 措 置

法 第 ３ １ 条 の

３第１項 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律第１１条の６第

１項の規定により適用される租税特別措置

法第３１条の３第１項 

附 則 第 ２ ２ 条

第１項 

第 ３ ５ 条 第 １

項 

第３５条第１項（東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律第１１条の６第１項の規定により適用さ

れる場合を含む｡) 

同 法 第 ３ ２ 条

第１項 

租税特別措置法第３２条第１項 

附則第２５条の６の２第２項中「前項の規定は、同項」を「前２項の規定は、

これら」に、「、前項」を「、これら」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

１項の次に次の１項を加える。 

２ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により

滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった所得割の

納税義務者（以下この項において「被相続人」という｡)の相続人（震災特例法

第１１条の６第２項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ｡)が、

当該滅失をした旧家屋（同条第２項に規定する旧家屋をいう。以下この項にお

いて同じ｡)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合（当該譲渡の時

までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供し

ていない場合に限る｡)における当該土地等（当該土地等のうちにその居住の用

に供することができなくなった時の直前において旧家屋に居住していた者以外

の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分
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に係るものに限る。以下この項において同じ｡)の譲渡については、当該相続人

は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として令附則第２７条の２

第４項で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧

家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなし

て、前項の規定により読み替えられた附則第２０条、附則第２１条、附則第２

１条の２又は附則第２２条の規定を適用する。 

 附則第２５条の７第１項中「附則第４５条第３項」を「附則第４５条第４項」

に、「「法附則第５条の４の２第５項」を「「法附則第５条の４の２第６項（同

条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む｡)」に、「附則第５条の

４の２第５項」と、」を「附則第５条の４の２第６項」と、」に改め、同条第２

項中「第１３条の２第１項から第５項」を「第１３条の２第１項から第６項」

に、「附則第４５条第４項」を「附則第４５条第５項」に、「「法附則第５条の

４の２第５項」を「「法附則第５条の４の２第６項（同条第９項の規定により読

み替えて適用される場合を含む｡)」に、「適用される法附則第５条の４の２第５

項」を「適用される法附則第５条の４の２第６項（法附則第４５条第６項の規定

により読み替えて適用される場合を含む｡)」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第２５条第２項の改正規定並びに附則第６条、第７条、第７条の２、第

９条の４、第２１条及び第２５条の６の２の改正規定並びに次条並びに附則

第３条第１項及び第２項の規定 平成２６年１月１日 

 (2) 附則第９条の３の２及び第２５条の７の改正規定並びに附則第３条第３

項の規定 平成２７年１月１日 
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 （延滞金に関する経過措置） 

第２条 改正後の生駒市税条例（以下「新条例」という｡)附則第６条の規定は、

延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応するものについて適用し、

同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第７条の２の規定は、平成２６年度以後の年度分の個人の市

民税について適用し、平成２５年度までの個人の市民税については、なお従前

の例による。 

２ 新条例附則第２５条の６の２第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者

が平成２５年１月１日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用す

る。 

３ 新条例附則第２５条の７の規定は、平成２７年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、平成２６年度までの個人の市民税については、なお従前の

例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成２５年度以後の年度分

の固定資産税について適用し、平成２４年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。 

２ 平成２５年４月１日前に地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第

３号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附

則第１５条の９第１項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修（当該耐震

改修に要した費用の額が３０万円以上５０万円以下のものに限る｡)に係る契約

が締結され、同日以後に当該耐震改修が完了する場合における新条例附則第１

２条の２第７項の規定の適用については、同項中「書類及び」とあるのは、「

書類及び当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする。 
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議案第 44 号 

 

生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年６月１１日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例 

生駒市都市計画税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３２号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第９条中「、第５項、第１４項、第１８項から第２６項まで、第２８項、

第３０項、第３２項若しくは第３６項」を「、第１２項、第１６項から第２４項

まで、第２６項、第２７項、第２９項、第３３項、第３７項若しくは第３８項」

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市都市計画税条例（以下「新条例」という｡)の規定は、平成２

５年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成２４年度分までの都市

計画税については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律（平成２５年法律第 

ｆｆ号）附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新
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条例附則第９条の規定の適用については、同条中「、第３７項若しくは第３８

項」とあるのは「若しくは第３７項」とする。 
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議案第 45 号 

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年６月１１日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

生駒市国民健康保険税条例（平成１２年３月生駒市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第１６項中「附則第４４条の２第３項」を「附則第４４条の２第４項及び

第５項」に、「第３６条」を「第３５条第１項」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市国民健康保険税条例の規定は、平成２６年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用する。 
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議案第 46 号 

 

生駒市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年６月１１日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市体育施設条例の一部を改正する条例 

生駒市体育施設条例（平成元年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第３の４の表中 

生 駒 市 浄 化 センター

テニスコート 

生 駒 市 健 民 テニス コ

ート 

１ コ ー ト に

つ き  7 0 0

円  

１ コ ー ト に

つ き  7 0 0

円  

１ コ ー ト に

つ き  7 0 0

円  

１ コ ー ト に

つ き  7 0 0

円  

１ コ ー ト に

つ き  6 0 0

円  

 

を 

生 駒 市 浄

化 セ ン タ ー

テ ニ ス コ ー

ト 

全 天 候  １ コ ー ト に

つ き  7 0 0

円  

１ コ ー ト に

つ き  7 0 0

円  

１ コ ー ト に

つ き  7 0 0

円  

１ コ ー ト に

つ き  7 0 0

円  

１ コ ー ト に

つ き  6 0 0

円  

 

砂 入 り

人 工 芝  

１ コ ー ト に

つき 1 ,20

0円  

１ コ ー ト に

つき 1 ,20

0円  

１ コ ー ト に

つき 1 ,20

0円  

１ コ ー ト に

つき 1 ,20

0円  

１ コ ー ト に

つき 1 ,00

0円  

生 駒 市 健 民 テ ニ ス コ

ート 

１ コ ー ト に

つ き  7 0 0

円  

１ コ ー ト に

つ き  7 0 0

円  

１ コ ー ト に

つ き  7 0 0

円  

１ コ ー ト に

つ き  7 0 0

円  

１ コ ー ト に

つ き  6 0 0

円  

 

に改める。 

附 則 

「 

「 

」 

」 
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 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市体育施設条例別表第３の４の表の規定は、この条例の施行の

日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金について

は、なお従前の例による。 
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議案第 47 号 

 

生駒市子ども・子育て会議条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年６月１１日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という｡)

第７７条第１項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、生駒市子

ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という｡)を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、法第７７条第１項に規定するもののほか、市長

の諮問に応じ、本市の子ども・子育て支援に関する重要事項について調査審議

する。 

２ 子ども・子育て会議は、前項に規定する重要事項に関し市長に意見を述べる

ことができる。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 子どもの保護者 

 (2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 
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(3) 学識経験のある者 

(4) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （臨時委員） 

第５条 子ども・子育て会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があると

きは、臨時委員若干人を置くことができる。 

２ 臨時委員は、市長が委嘱する。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され

るものとする。 

（会長及び副会長） 

第６条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という｡)は、会長が招集し、

会長が議長となる。 

２ 子ども・子育て会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席

しなければ会議を開くことができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員

の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席等） 
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第８条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会

議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めるこ

とができる。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項

は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 48 号 

 

生駒市自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年６月１１日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市自動車駐車場条例の一部を改正する条例 

生駒市自動車駐車場条例（平成１９年３月生駒市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条の表に次のように加える。 

ベルテラスいこま自動車駐車場 生駒市北新町 

 第３条中「及び」の次に「ベルテラスいこま自動車駐車場並びに」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行する。 

-32-



議案第 49 号 

 

生駒市環境基本条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２５年６月１１日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市環境基本条例の一部を改正する条例 

 生駒市環境基本条例（平成１１年３月生駒市条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第７条第４号中「資源及びエネルギーの利用等における物質循環」を「廃棄物

の減量化及び資源の循環的な利用」に改め、同条に次の１号を加える。 

 (5) 地球温暖化の防止等に資する再生可能エネルギーの普及及びエネルギー

の効率的な利用が促進されること。 

 第１９条に次の５項を加える。 

２ 環境マネジメントシステムの実施に当たっては、環境への負荷の低減に向け

て取り組む項目について、目標を設定し、その取組状況を評価し、見直しを行

うものとする。 

３ 環境マネジメントシステムに係る方針の決定、総合調整等を行うため、市長

を本部長とする生駒市環境マネジメントシステム推進本部を置く。 

４ 環境マネジメントシステムの運用に関し必要な事項の調査等を行うため、市

長が指名する職員で構成する生駒市環境マネジメントシステム推進委員会を置

くことができる。 

-33-



５ 環境マネジメントシステムを適正に運用するため、第２４条第１項に規定す

る環境マネジメントシステム推進会議において、取組状況の点検及び評価を行

うものとする。 

６ 前各項に定めるもののほか、環境マネジメントシステムの運用に関し必要な

事項は、市長が定める。 

 第２４条第２項中「調査審議する」を「所掌する」に改め、同項第１号中「に

関すること」を「について点検し、及び評価すること」に改め、同項第２号中「

の設定に関すること」を「について調査審議すること」に改め、同項第３号中「

に関し必要な事項」を「に関する必要な事項について調査審議すること。」に改

める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

-34-



議案第 50 号 

 

生駒市消防署北分署移転新築工事請負契約の締結について 

 

平成２５年５月２２日事後審査型条件付一般競争入札に付した生駒市消防署北

分署移転新築工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年４月生駒市条

例第２号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 契 約 の 目 的  生駒市消防署北分署移転新築工事 

２ 契 約 の 方 法  事後審査型条件付一般競争入札 

３ 契 約 金 額  ５２１，６４０，０００円 

４ 契約の相手方  奈良市油阪町１４番地 

          住友生命奈良ビル 

          株式会社 淺沼組 奈良営業所 

          所長 大 西  宏 次 

５ 工      期  契約の日から平成２６年３月３１日まで 

 

平成２５年６月１１日提出 

生駒市長 山 下   真   
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議案第 51 号 

 

奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会に関する協議について 

 

本市及び奈良市は、共同して消防通信指令事務を管理し及び執行するため、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項の規定に基づき、別

紙のとおり規約を定め、奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会を設置すること

について、奈良市と協議するため、同条第３項の規定により議会の議決を求め

る。 

 

平成２５年６月１１日 

生駒市長 山 下  真   
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奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会規約 

（協議会の目的） 

第１条 この協議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２

第１項の規定に基づき、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防サー

ビスの高度化を図るため、消防通信指令施設において行う消防通信指令に関す

る事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。 

（協議会の名称） 

第２条 協議会の名称は、奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会（以下「協議

会」という。）とする。 

 （協議会を設ける市） 

第３条 協議会は、奈良市及び生駒市(以下「関係市」という。)がこれを設ける。 

（協議会の担任事務） 

第４条 協議会は、関係市の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制

及び情報の収集伝達の事務を管理し、及び執行する。 

（協議会の事務所） 

第５条 協議会の事務所は、奈良市八条五丁目４０４番地の１奈良市消防局内に

置く。 

（協議会の組織） 

第６条 協議会は、会長、副会長及び委員１０人以内をもって組織する。 

（会長及び副会長） 

第７条 会長及び副会長は、関係市の長が協議により定めた関係市の消防長の職

にある者をもって充てる。 

２ 会長及び副会長は、非常勤とする。 

（委員） 

第８条 委員は、関係市の消防職員のうちから、関係市の消防長が協議により定
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めた職にある者をもって充てる。 

２ 委員は、非常勤とする。 

（会長の職務代理） 

第９条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務

を代理する。 

（職員） 

第１０条 協議会の担任する事務に従事する職員（以下「職員」という。）の定数

及び当該定数の関係市間の配分については、関係市の消防長が協議して定める

ものとする。 

２ 関係市の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれの

消防職員のうちから選任するものとする。 

３ 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は

職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、

これを解任することができる。 

（事務処理のための組織） 

第１１条 会長は、協議会の会議（以下「会議」という。）を経て、協議会の担任

する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。 

（会議） 

第１２条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項

を決定する。 

（会議の招集） 

第１３条 会議は、会長がこれを招集する。 

２ 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらか

じめこれを副会長及び委員に通知しなければならない。 

（会議の運営） 
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第１４条 会議は、現に在任する委員の半数以上が出席しなければ、これを開く

ことができない。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。 

（関係市の長等の名においてする事務の管理及び執行） 

第１５条 協議会がその担任する事務を関係市の長又は消防長の名において管理

し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務に関する奈良市の条例、

規則その他の規程（以下「条例等」という。）を関係市の当該事務に関する条例

等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するもの

とする。 

２ 奈良市は、条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらか

じめ生駒市と協議しなければならない。 

３ 奈良市長は、条例等が制定され、又は改廃された場合においては、速やかに

その旨を生駒市長及び会長に通知しなければならない。 

（経費の支弁の方法） 

第１６条 担任事務の管理及び執行に要する費用は、関係市が負担する。 

２ 前項の規定により関係市が負担すべき額は、関係市の長が協議して定めるも

のとする。 

３ 生駒市は、前項の規定による負担金を奈良市に納付しなければならない。 

（財産の取得、管理及び処分の方法） 

第１７条 担任事務の用に供する財産に関しては、関係市が協議してそれぞれ取

得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会が行う。 

２ 協議会は、前項の財産の管理を行う場合においては、当該管理に関する奈良

市の条例等を関係市の当該管理に関する条例等とみなして、当該管理を、その

定めるところにより行うものとする。この場合においては、第１５条第２項及
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び第３項の規定を準用する。 

（その他の財務に関する事項） 

第１８条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関して

は、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。 

（協議会解散の場合の措置） 

第１９条 協議会が解散した場合における担任事務の承継については、関係市が

協議して定める。 

（協議会の規程） 

第２０条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管

理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。 

   附 則 

 この規約は、平成２５年７月１日から施行する。 
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